
○
国
土
交
通
省
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

現

行

（
随
伴
用
自
動
車
の
表
示
等
）

（
随
伴
用
自
動
車
の
表
示
等
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
自
動
車
運
転
代
行
業
の
用
に
供
す
る

を
随
伴
用
自
動
車
と
し
て
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
国

随
伴
用
自
動
車
以
外
の
自
動
車
を
随
伴
用
自
動
車
と
し
て
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て

土
交
通
省
令
で
定
め
る
装
置
と
し
て
、
前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
表
示

は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
装
置
と
し
て
、
前
項
に
規

事
項
を
表
示
し
た
表
示
板
を
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
装
着
す
る
こ
と
を
も

定
す
る
表
示
事
項
（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
随
伴
用
自

っ
て
足
り
る
。

動
車
と
し
て
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も

の
に
限
る
。
）
を
表
示
し
た
表
示
板
を
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
装
着
す
る

こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（別紙）


